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熊本県建築物耐震診断評価者指定要領 

 

（趣旨） 

第１条 この指定要領は、熊本県建築物の耐震改修の促進に関する法律等の規定に

基づく認定等の実施に関する要項第２条第７項に規定する建築物耐震診断評価

者（以下「建築物耐震診断評価者」という。）の指定に関する事務について必要

な事項を定めるものとする。 

 

（指定の申請） 

第２条 建築物耐震診断評価者として指定を受けようとする者は、別記第１号様式

に必要な書類を添付して、知事に申請するものとする。 

 

（指定の基準） 

第３条 建築物耐震診断評価者の指定の基準は、次のとおりとする。 

（１）耐震診断の結果、耐震改修計画、建築物の安全性及び区分所有建築物の耐震

改修の必要性（以下「耐震診断等」という。）に関する評価を行うために設置す

る委員会（以下「耐震評価委員会」という。）は、５人以上の学識者及び専門知

識を有する者で構成されること。ただし、これと同等と知事が認める場合には

この限りでない。 

（２）評価申請を受理した場合に、適正かつ遅延なく評価を行える運営体制である

こと。 

 

（指定） 

第４条 知事は、審査の結果、申請者が建築物耐震診断評価者として適当であると

認める場合は、建築物耐震診断評価者として指定し、申請者に別記第２号様式に

より通知するものとする。 

 

（変更の届出） 

第５条 建築物耐震診断評価者は、法人の名称、所在地、耐震評価委員会の構成及

び運営に関する規定等に変更が生じた場合には、変更の事由が発生する予定日の

１４日前までに、別記第３号様式に必要な書類を添付して、知事に届け出るもの

とする。 

 

（休廃止の届出） 

第６条 建築物耐震診断評価者は、耐震診断等の評価事務の全部又は一部を休止又

は廃止しようとする場合は、その３０日前までに別記第４号様式により、知事に

届け出るものとする。 

 

（帳簿の備付け） 

第７条 建築物耐震診断評価者は、耐震診断等の評価事務に関する事項で、下記に
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定める事項を記載した帳簿を備え、１５年間保存しなければならない。 

（１）評価を実施した建築物の耐震診断等の概要 

（２）耐震診断等の評価結果 

 

（報告、検査等） 

第８条 知事は、耐震診断等の評価業務の公正かつ的確な実施を確保するため必要

と認めるときは、建築物耐震診断評価者に対し必要な報告を求め、又はその職員

に、建築物耐震診断評価者の事務所に立ち入り、耐震診断等の評価業務の状況若

しくは帳簿等を検査させることができる。 

 

（指定の取り消し） 

第９条 知事は、建築物耐震診断評価者が次のいずれかに該当する場合は、その指

定を取り消すことができる。 

（１）第３条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。 

（２）耐震診断等の評価業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。 

 

（耐震診断義務付け建築物の建築物耐震診断評価者） 

第１０条 第２条から前条の規定にかかわらず、建築物の耐震改修の促進に関する

法律（平成７年法律第１２３号）第７条による報告及び同法附則第３条による報

告並びにこれらの報告の対象建築物の耐震改修に係る建築物耐震診断評価者は、

既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会規約第８条第２項の規

定に基づき登録された耐震判定委員会の設置者とする。 

 

附 則 

この要領は、平成２０年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成２７年３月９日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の施行の際、現に旧要領第７条の定めるところにより保存している帳

簿は、評価書等の交付の日から１５年間保存しなければならない。
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別記第１号様式 

 

指定申請書 

 

年  月  日  

 

熊本県知事 様 

            申請者 所 在 地 

                名称及び代表者氏名        印 

 

 

 熊本県建築物の耐震改修の促進に関する法律等の規定に基づく認定等の実施に関

する要項２条第７項の指定を受けたいので、熊本県建築物耐震診断評価者指定要領

第２条の規定により、必要書類を添えて、申請します。 

 

１ 耐震評価委員会を設置する事務所の名称及び所在地 

  名 称： 

  所在地： 

  代表者： 

 

２ 耐震評価委員会の名称 

  名 称： 

 

３ 耐震評価業務を開始しようとする年月日 

  年月日：   年  月  日 

  

※下記事項を記載した図書を添付すること 

 ①建築物耐震診断評価者の定款又は寄附行為 

 ②耐震評価委員会の業務等に関する規定 

 ③耐震評価委員会の構成員の氏名及び略歴 
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別記第２号様式 

番    号  

年  月  日  

 

建築物耐震診断評価者指定通知書 

 

       様 

 

                 熊本県知事          印 

 

 熊本県建築物耐震診断評価者指定要領第４条の規定に基づき指定しましたので通

知します。 

 

１ 建築物耐震診断評価者の名称及び所在地 

  名 称： 

  所在地： 

  代表者： 

 

２ 耐震評価委員会の名称 

  名 称： 
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別記第３号様式 

 

変更届出書 

 

年  月  日  

 

熊本県知事 様 

            申請者 所 在 地 

                名称及び代表者氏名        印 

  

 

 熊本県建築物耐震診断評価者指定要領第５条の規定により、必要書類を添えて次

のとおり届け出ます。 

 

１ 変更事項 

 

 

 

２ 変更理由 

 

 

 

３ 変更の事実が発生する年月日 

  年月日：   年  月  日 

  

 ※変更に係る下記事項を記載した図書を添付すること 

  １．定款又は寄附行為 

  ２．耐震評価委員会の設置・運営等に関する規定 

  ３．耐震評価委員の氏名及び略歴 
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別記第４号様式 

 

休止・廃止届出書 

 

年  月  日  

 

熊本県知事 様 

            申請者 所 在 地 

                名称及び代表者氏名        印 

  

 

 耐震診断等の評価業務の全部（一部）の休止（廃止）をするので、熊本県建築物

耐震診断評価者指定要領第６条の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

１ 休止（廃止）しようとする耐震評価の業務の範囲 

  範 囲：  全部  ・  一部 

 （一部の場合のその内容） 

 

 

２ 休止（廃止）しようとする年月日 

  年月日：  年  月  日 

 

３ 休止しようとする場合には、業務再開予定日 

  年月日：  年  月  日 

 

４ 休止（廃止）の理由 


